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教育とテクノロジ一
ー一日本型 EdTechの展開をどう捉えるか？一

井上義和＊藤村達也＊＊

はじめに

本稿の目的は「教育とメディア」に関する研究状況（の手博さと偏り）を概観し，
エドテック

2010年代に日本の教育現場の内外で急速に浸透してきた EdTechのインパクトに

向き合うため，新たに「教育とテクノロジー」の枠組みを設定し，教育社会学にお

ける当該領域の研究の進展を促すことにある。

EdTechとは Education(教育）と Technology(情報技術）を組み合わせた造

語である。「教育への情報技術の応用」にとどまらず，両者を掛け合わせることで，

教育のみならず産業や社会にイノベーションを生み出すという含意がある (1)0

EdTechが指示する対象は，個別の技術やサービスから，それを開発 ・提供する事

業その事業を担う企業組織まで文脈によってさまざまだC ITビジネス業界を

中心に2010年代前半から流通しはじめ， 2010年代後半に政策文書に頻出するように

なり ，ようやく教育（学）業界にも認知されてきた(2)。さらに2020年の新型コロナ

ウイ）レス感染症 (COVID-19)の世界的流行のなかで教授，学習のオンライン化

の備えは学習保障に不可欠なインフラであると一―-EdTechに懐疑的な論者からさ

えも—再認識され， EdTech を取りまく状況は新しい局面を迎えている 。

つまり EdTechは一過性の流行現象ではなく，各国の教育現場や学習環境に後

戻りできない影響を及ぼしている。にもかかわらず，当該領域を対象とした教育社

会学的研究は実証的にも理論的にも進んでいるとはいえず，大きな隔たりができて

しまっている。その一方で， EdTechの具体的な様相は各国の教育事情など歴史的
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社会的条件に依存するので，特定の先進国を理想化して日本の後進性を批判するだ

けの談論は生産的ではない。まずは日本型 EdTechの展開を十分に分析したうえ

で他地域との比較などを通じて「日本だけに自閉しない理論」を構想すべきであ

(3) 
る 。

研究蓄積の分厚い評価の定ま った領域ではなく，「手痺な」， したがって評価が定

まらない領域をわざわざ取り上げるのは， 『教育社会学研究」のレビュー論文とし

ては変則的である。 しかし，それも EdTechと教育社会学の隔たりを埋めるため

である。それはたんにキ ャッ チア ップのためではなく．教育社会学にとって重要な

問題領域と接続するからである。そのため，今回のレビューの対象範囲も. 2010年

代の国内の教育社会学を中心とする研究状況に限定する。今後．他分野や海外の研

究状況との比較も視野に入れ，論点を吟味したうえで，適切な時期に改めてレ

ビューをおこなうことが望ましい。

以下では， まず教育社会学におけるメディア研究を振り返る (1節）。 ついで日

本型 EdTechを捉えるための枠組みを検討したうえで (2節），2010年代における

展開を段階に分けて整理する (3節）。 最後に EdTechは教育社会学にとってどの

ようなインパクトをもた らすのかを論ずる (4節）。

1. 教育社会学におけるメディア研究の枠組み

1.1. 「教育とメディア」の枠組みーーニューメディアの影響

EdTechに最も近い分野はメデイア研究である。そこで，教育社会学で評価の定

まったメデイア研究の枠組みとはどのようなものだったのかをおさえておきたい。

これは私たち自身のメデイア観の偏りを補正するための前提作業となる。

文献調査の起点として，北田暁大・大多和直樹編 (2007)を取り上げる。「子ど

もとニューメデイア」と題した．この領域横断的なリーディングスが編まれた背景

には， 1990年代から2000年代にかけて，テレビゲームや携帯電話，インターネット

などの新奇なメデイア技術が大きく進展し，子ども・若者の日常に浸透してきたこ

とがある 。 こうした「ニューメデイア」現象を世間は一ーじつは研究者も一―— しば

しば善悪で割り切ろうとする。一方では社会変革の技術として肯定的に語り （善玉

論）．他方では社会病理の温床として否定的に語る （悪玉論）。 どちらもメディア技

術の影響力を過大評価する技術決定論である。同書は，技術決定論を相対化しつつ

子ども・若者をとりまくメデイア環境のリアルを捕捉するために編まれた （「はし

がき」）。 善悪二項図式をどう乗り越えるか という課題を簡潔に整理した「序論」
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教育とテクノロジ一

および編者による各部冒頭の「解説」は繰り返し参照されるべきである。

この北田 ・大多和編 (2007)が同時代の最良のリーデイングスとして模範例と

なったことは間違いない。それゆえ， これ以降「教育とメディア」の枠組みは，善......... 
悪二項図式をどう乗り越えるかとは別に，教育の外部からやってくる新奇なメデイ

ア（ニューメデイア）という未知との遣遇を軸に展開していくことになった。

2000年代半ば以降に刊行された教科書や概説書には，たいてい「教育とメデイ

ア」を扱う章が設けてある。主要なテキストの当該章を集めて，何がどう扱われて

きたか（こなかったか）をみておこう 。表 lは2007年から2019年に刊行された教育

社会学の教科翡 ・概説書 ・専門事典から「メデイア」関連の章を抜き 出 したもの

である。対象領域を学習と学習以外，学習はさらに学校内／外で区別し，主題と

して扱っていれば● それに準ずる扱いであれば0で示した。

この 3つの分類のうち，ニューメデイアを軸とした場合の対象領域は〈学校内 ・
．．． ．．．． 

学習〉または〈学習以外〉となる。そ こでは， 学校外で広がる視聴覚メデイアやイ

ンターネットが．学校の教育的営みにどう影響を与えるか（＝学校内 ・学習）．あ

るいは子ども ，若者の日常にどう影響を与えるか（＝学習以外） ，が問題になる。

こうした「ニューメディアの影響」論は当事者のリアルな日常やその技術が置か

れた社会的文脈を丁寧にみることで，技術決定論を構築主義的に修正しようとする

立場といってよい(410

後で述べるように 2010年代に EdTechが展開するのは. 3分類のうち〈学校

外・ 学習〉である がここは教育社会学的なニューメデイア論の関心が簿い領域

だった。

1.2. 教育社会学でメディア研究が不活発な理由

こうした「教育とメデイア」の枠組みが教育社会学者の研究関心を規定してきた

ことは日本教育社会学会大会での発表題目からも確認できる。2010-2019年の大

会の自由報告と課題研究において， タイトルにメディアに関する単語が入っている

ものは80件ある(5)。とはいえ．その多くは分析対象の賓料としてメディアを扱うも

のである。80件のうち「教育とメデイア」を主題とする研究は12件で，ほとんどが

〈学習以外〉を対象としており，〈学習〉に該当するのは学校の !CTを扱った 2件

（斎藤 2012. 末岡 2016)にとどまる。〈学校外 ・学習〉に該当する研究は見当た

らなかった。『教育社会学研究jにいたっては「教育とメデイア」を正面から取り

上げた論文自体が少なく，それも大多和直樹 (1999)や藤村正之 (1998) まで20年
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表 1 主要 な教科書 ・概説書 における「教育とメデ ィ ア 」 の 対 象 領 域

学習
学習

文献 学校 学校 以外
節 (f,V 部）のタイトル

内 外

lメデイア珠沌と子ども . 2教育の磁場とニューメ デイア.3情報社

北田 ・大多 和編

゜
． 会の病理?' 4ニューメディアと若者(I)-ケータ イとコ ミュニケー

(2007) ションの変容. 5ニューメディアと若者(2}-イン ターネッ トのコミュ

ニケーション空間

田口 (2007) ． 
゜

lメディアとは何か. 2メデイアによる教脊 3メデイアについての

教育.4メディアと教脊の今後

岩見 (2008) ． lメディアとコミュニケーション 2メディア閑境 とは何か. 3メ

デイア体験と自己社会化 4教脊のメデイア論的転回

1メデイアとモラル ・パニック 2批判されるメデイア 3メディア

山田 (2010) ． のつくりだす世界. 4新たなメデイアの時代.5コンサマトリー化す

るi'r少年とメディア

lメデイアは教育に何をもたらすのか 2 「一俯総白痴化」が生んだ

佐藤 (2011) ．゚ テレピ的教妥 3教投の方程式 4ポスト ，テレビ時代のメデイア ・

リテラシー

l「メデイア化 した教師」という透明な存在. 2メディアによる出会

小林 (2011) ． 
゜

い「を」補う時代 3メディアの発達と社会の近代化，4メデイアの

発達と対面状況の現代的位相. 5 「マルチ リアリティ」 化への対応

を迫られる教育システム

酒井 (2012) ． 1メデイアとは何か 2子ども期の消滅 3フルタ イム ・イ ンテイメ

イト コミュニティ 4自己提示への誘い

岩見 (2012) ． lメデイ ア論のための レッス ン， 2人間 環境 ・言葉 3心的システ

ムとメディア閑境. 4現代社会における 「メ デイ ア的社会化」の詣相

l「教育とメディア」研究の視座. 2メデイア接触と個人のあいだの

井上 (2013) ． ミクロな関係 3メディア技術と社会のあいだのマクロな関係. 4教

脊とメディアの新たな関係

大多和 (2015) ．゚ 1旧い世代のメデイア観 2デジタル ・ネイテイプの生活誌 3学習

へのインパクト

l論争も幻想もないフ ィールド. 2新しい担い手の登場ー20IO年前後

井上 (2016) ．゚ に好目して 3ピジネスで社会を変革する一社会起業家の「狂気」

4 〈理想の教育〉から 〈快適な教育〉ヘー教脊のユニパーサルデザイ

ン化 5 〈快適な教脊〉の包囲のなかで試される教育学的想像力

メディアの発展と子どもの生脊棗境，ネット社会 通信教育，メディ

岩永 大多和紺
ア ・リテ ラシー．遠隔教脊教脊活動とlCT メディア，子どもの

● ● ● 遊びと ニュ ーメディアニューメデイアと若者文化 ，コミュニケー
(2018) 

ション．メ ディアと子どもの健康 病理．電子メディア と暴力 犯罪

ネッ トいじめ 教脊世論教投メディア．メデイアのなかの教脊文化

山田 (2018) ． 
゜

I変わらない「教脊」， 2激変するコミュニケーション， 3ネット社

会をいかに分析するかーメデイアのエスノグラフィ ーに向けて

石井 (2018) ． 1子どもとメデイアの関係. 2情報等を伝えるメディア. 3人をつな

ぐメデイア. 4子どもとメデイアの行方

lニューメディア時代の子どもたち 2インターネ ・ノト・携帯地話と

杉谷 (2018) ． 子ども 3デジタルゲームと子ども 4おわりに ニューメディアの

なかの子どもたち

岩永 (2019) ． ゚lメディアとコミュニケーション 2教行とメディアの関わり
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以上も遡らなければならない。

すなわち， 2010年代において「教育とメデイア」の枠組みは，ニューメディア

論を軸として教科書や概説書では定着してきた。その一方で，当該分野の研究は活

発におこなわれてきたとはいいがたい。もちろん，研究発表の機会はこれら以外に

もいろいろあるから，文献調査の範囲を広げていけば，個別の研究成果としては他

にも見出すことはできよう 。 しかし，それは「教育とメデイア」の枠組みには反映

されていないのだ。これは教育社会学におけるメデイア研究の枠組み自体が，実質

的に更新されていない，ということを意味するのではないか。

北田・大多和編 (2007)以後の教育社会学のメデイア研究を振り返る総説論文と

して，山田浩之 (2018)を挙げておこう 。山田は「教育社会学でメデイアが主要な

研究対象にならなかった理由」として第 1に「メデイアと学校，あるいは教室と

の結びつきが必ずしも強くなかったこと」，第 2に「授業実践や教育方法にあま

り関心をもってこなかったこと」を挙げている (p.250)161。山田はすでにその11年

前からメデイア研究の不振を指摘しており，そのときも「教育社会学の研究対象が

大きく「学校」に偏っていたこと」を理由に挙げていた（山田 2007, p.19>171。こ

れらの指摘は，上述の考察と符合する。すなわち，多くの教育社会学者において，...... 
ニューメデイア現象は学校の世界にと って外部の出来事でありその影響は学習環

境より子ども ，若者の日常により深刻に及ぶ，とみられていることを示している。

ちなみに， 2007年の山田はもうひとつ理由を挙げていた。「社会学以上に教育社

会学が実証主義的な立場をとってきたこと」である（同上）。この指摘も2000年代

以降の教育社会学の研究状況を振り返るときに重要な意味をもつ。実証主義が悪い

のではない。経験科学においては本来，実証と理論は車の両輪をなすからだ。た

だし，量的 ・質的な社会調査の方法論に厳格であることが，抽象度の高い理論的 ・

規範的な議論を敬遠させることにならなかったかは，おおいに反省すべきである。

重要なのは自らが依拠する「枠組み」をつねに問い直し，更新させていくことで

ある。

1.3. 教育工学の系譜一—ーニューメディアの制御

これまで教育現場と学習現境という観点からニューメデイアに積極的にアプ

ローチしてきたのは，認知科学や学習理論，教育上学などの研究者たちだった。な

かでも EdTechに最も近いのは教育工学である。詳細な文献のレビューをする余

裕はないが 2010年代における当該分野の研究状況と枠組みを概観するには例え
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ば日本教育工学会の学会略史や教育工学選書シリーズ （第 1 期 8 巻• 第2期15巻）

を参照してみればよい(8)。応用分野である教育工学は．産業界や国策との距離が近

く，彼らはニューメデイアを教授・学習に役立つよう制御する対象とみている。

『教育社会学事典」(2018)の第12章「メディアと教育」には14項目があり，表 1

の 3つの分類をカバーしているが， 〈学習以外〉が 8項目を占め(91, 〈学校内・ 学

習〉は「教育活動と ICT・メデイア」の 1項目のみ。そこで参照されるのは学習

理論の文献である。その項目では「ICTを利用した教育・学習」を評価する論点

が整理されているがそこで示された推進論と懐疑論 ・反対論は，教育工学者と教

育社会学者の見方をそれぞれ代表しているように読める(IO)。後者は次のとおり ．①

教育格差を拡大させるおそれがある ，②教育 ・学習データの蓄秘によって学習者の

管理 ・監視が強まる， ③ VDT (visual display terminal)症候群やネット依存症な

ど，健康面への悪影牌が懸念される， ④ ICTによ ってむしろ教育 ・学習が阻害さ

れる場合がある， ⑤単に既存の一斉教授やドリル学習の強化・代替 ・補完にとどま

る事例がしばしばみられる （前田 2018, p.727)。

教育工学と教育社会学は，ニューメディア論においてはアクセルとブレーキとい

うほどの緊張関係にはなく，水と油のように平和的に棲み分けている。教育社会学

が教育工学に抱く 「不信」は．メデイア研究の「不振」の原因にもな っているから，

教育工学の成果にもっと謙虚に学び，建設的な対話をしていく必要がある。

とはいえ，教育社会学で EdTechを捉える枠組みとして本稿が提示したいのは，

「ニューメデイアの制御」に照準した教育工学的な枠組みとは異なるものだ。

1.4. 通信教育の系譜ー一ー機会へのアクセス

手がかりば通信教育である。講義録や通信添削については教育社会学では学

校教育の不足や地理的経済的な不利を補完するメデイアとして．主に歴史研究の対

象にな ってきた （竹内 1991. 天野編 1994他）。この系譜を引き継ぐのが．佐藤

卓己• 井上義和編 (2008)である。これは明治の講義録から平成の eラーニングま

での通信教育を包括的に扱いながら．孤独な学習 (LearningAlone)の可能性と限

界を問うた学際的な共同研究である。同書は教育社会学ではあまり注目されなかっ

たが前項で紹介した北田・大多和のリーデイングスとほぽ同時期に刊行され．か

つ.EdTechプームが到来する直前の時代状況を捉えているという 意味でoo_同時

代のメルクマールとなる成果である。

この通信教育の系譜は．表 lの3分類では〈学校外 ・学習〉に該当する。教科書
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や概説沓でこの領域を主題的に扱ったのは．前掲書の共編者だった佐藤卓己

(20ll)と井上義和 (2016)にとどまり．「教育とメデイア」の枠組みではほとんど

顧みられてこなかったことがわかる。 r教育社会学事典J(2018)の 「メデイアと教

育」章の14項目のうち 〈学校外 ・学習〉は3項目で，執箪担当者は「遠隔教育」

「教養メデイア」が井上義和で，「通信教育」は鈴木克夫（日本通信教育学会・現会

長）だった。そもそも項目を執鉦しうる研究者の思がいかに簿いかがわかるだろう 。

通信教育が「教育とメデイア」の枠組みで扱われてこなかったのは．それが講義

録や通信添削などの「オールドメディア」だったからではない。通信教育は．印刷

教材のやり取り (correspondence: 往復書簡）だけでなくラジオ，テレビ， 音声

テープ，レコード電話，インターネッ ト等々の「ニューメデイア」を時代ごとに

乗り換えて発展してきた（鈴木 2018)。通信教育は．ニューメデイア摂取の貪欲

さにおいてむしろ学校の世界を圧倒している。にもかかわらず．ニューメデイア

論を軸とする「教育とメデイア」の枠組みには馴染まなかった。なぜか。

それは繰り返し確認してきたように多くの教育社会学者において．ニューメ
．．．．．． 

デイア現象は学校の世界にとって外部の出来事でありかつ．自らの視点を学校の

世界の側に置いているからである。学校の世界こそが 〈本来の，最善の教育〉が実

現されるべき場所なのだ。学校の世界の側から眺めるかぎり．外部で展開する通信

教育はいくらニューメデイアに貪欲でも〈代替の．次善の教育〉とみなされてし

まう 。これは EdTechに対する冷淡な態度と通じている。ここでいう 〈本来の，

最善の教育〉とは通信教育や民間教育や EdTechなどを 〈代替の，次善の教育〉

として差異化する教育観であり，具体的な理念や内容を意味しない。.......... 
しかし，通信教育の存在意義は，学校の世界の外部で機会にアクセスするための

装置であるという点にある。後で述べるように， EdTechももともとは機会への

アクセスを補完するところから始まっているので (32節）．その教育工学的な外見

にもかかわらず起源は通信教育と同じなのだ。そして EdTechの森入に最も和

極的だったのが通信教育である (33節）。 したがって，EdTechは通信教育の系譜

に位置づけるのが妥当である。

そこで次節では．改めて「教育とテクノロジー」の枠組みを設定して 2010年

代の EdTechを位置づけることにする。
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2. 日本型 EdTechの展開を捉えるための枠組み

2.1. 教育研究と社会起業一―-2つの世界の区別と相互作用

EdTechを捉える枠組みに重要な視座を提供する研究として．井上義和 (2016)

を挙げておく 。井上論文は．教育社会学では早い段階から EdTechの動向に注目

しているだけでなく ．従来のニューメディア論と一線を画すための区別を禅入して

いる。前節で，学校の世界とその外部， という区分をとくに定義せずに用いてきた

がこの学校中心的な見方を改めて，井上にならい教育研究の世界と社会起業の

世界と言い換えてみよう (12)。これはコミットしている「人」に滸目した区分である。

教育研究の世界の住人は，学校関係者 ・行政担当者 ・研究者たちである。研究者

は「教育とはいかにあるべきか」「どうすればそれを実現できるか」「誰がその骰用

を負担するべきか」，つまり 〈本来の，最善の教育〉 とその実現方法を考える 。

「EdTechに最も近い」ようにみえる教育工学も，アプローチの違いだけで．やは

り教育研究の世界の住人である，

他方 学校の世界の外部で. EdTechの牽引力とな ってきたのはいわゆる財界

や既存の教育産業ではなく—教育工学者でもな<―社会起業家たちだっ た°尺

この社会起業の世界は．教育研究の世界とは異質の論理で成り立っている。また財

界や既存の教育産業が少し遅れて彼らに追随する格好になったのも ．社会起業家の

行動原理が純粋な営利目的の世界とは異なっているからである。

社会起業 (socialentrepreneurship)とは，社会的課題をビジネスの手法で解決

しようとする取り組みを指す。とくに行政のスリム化や市民のニーズの多様化によ

り公共サーピスが不足しておりかつ利益を重視する民間企業の進出も困難である

ような領域がターゲットとなる。教育分野においては．学習環境をめぐる地理的 ・...... 
経済的な格差（教育格差） の存在である。この社会的課題に対して，情報技術を応. . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
用することで教育のコストを下げ，教育格差を解消しようとしたのが日本型

EdTechの起源である (3.2節）。 彼らは学校の世界の外部で「地理的経済的な格差

を解消する」「教育を安く広範囲に届ける」．つまり機会へのアクセスをどのように

サーピスとして提供するかを考えた。ただしここから収益を生み出すのは容易では

ない。財界や既存の教育産業の動きが鈍かった所以である。

これまで教育研究の世界は．社会起業の世界を笞戒し．敬速してきた。教育格

差の問題を．これまで教育社会学者はどう捉えてきたか。格差の実態を測定し．要

因と影靱を雅定する。格差解消に向けた政治と行政の対応を求め．現場と民間の取
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り組みを励ます。ただしこの「現場」や「民間」から EdTechを排除してこな

かったか。まだ情報技術の応用をこれまで教育工学者はどう捉えてきたかっ教育

現場や学習環境を制御して 〈本来の，最善の教育〉を実現しようとする反面， コス

トを下げて機会へのアクセスを保障する取り組みを〈代替の．次善の教育〉として

後回しにしてこなかったか。教育研究の世界で．教育社会学者と教育工学者が没交

渉のまま棲み分けているあいだに社会起業家たちは「情報技術の応用」と「教育

格差の解消」を結びつける EdTechを次々と世に送り出していた。

それゆえ，EdTechを捉えるためには．教育研究の世界と社会起業の世界を等価

に扱い，相互補完的な関係として捉え直す必要があるのである。この関係は後で

述べるように公教育と民問教育—―ー監督官庁でいえば文部科学省と経済産業省一―

という 2つの世界の関係とも重なる (2.2節）。

2.2. 時期区分と関連業界

技術やサービスの進化は日進月歩である 。だから， 日本型 EdTechの歴史を記

述する際に最前線を追いかけるだけでは研究にならない。いま起こっていること

の意味を理解し，これから起こるであろうことを予測するためには歴史的な文脈

を把握する必要がある 。そのためには「はじまり」（草創期）へと 遡り，技術や

サービスを開発・提供する人びとの経歴や動機，行動原理を明らかにする「社会起

業家中心史観」 （井上 2016, p.107)が示唆を与えてくれる。彼らの事業が「誰

の・どのような必要に」応えようとするものなのかを見極めることが重要である。

「どのような技術やサービスで」応えられるかは市場やユーザーの反応をみなが

ら試行錯誤した結果にすぎない。

以上を念頭に樅きながら．「教育とテクノロジー」の領域の形成過程と関連する

業界を整理しておこう 。この領域は．前節で述べてきたように大きくは教育研究

の世界と社会起業の世界に分けられるが. 2つの世界の関係はそれぞれの内部の

発展と両者のあいだの相互浸透があいま って跛行的に展開してきた。その過程を捉

えるために次のような時期区分を提案する。

第 I期 2009年以前 eラーニングの試行錯誤

第II期 2010-2016年民間 EdTechの興隆

第皿期 2017-2019年 国策 EdTechの推進

第IV期 2020年以降 ポスト ・コロナの学習保障
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2つの世界と 4つの時期区分を組み合わせると表 2のような年表ができる 。教

育研究の世界（左側）だけでみると. eラーニングや CSCL(Computer Supported 

Collaborative Learning : コンピュータに支援された協調学習）， OCW(Open 

Course Ware : 講義賓料の無料公開） • MOOC (Massive Open Online Course : 大

規模オンライン公開講座）といった教育工学系のモデル提案と，学校教育の ICT

化を推進しようとする文部科学省の政策が．バラバラに進展し，いかにも外部から

押し寄せるニューメデイアの波に受け身で対応しているように読めてしまう 。

これを社会起業の世界（右側）と並べた大きな文脈のうえに置き直してみる。と

くに第 1I期の民間 EdTechの典隆が，その後の経済産業省が1具l与する国策化の鍵

を握っている 。教育研究の世界が．民間 EdTechを本格的にフォローし始めるの

は 第皿期に EdTechが政策課題になってからである。また社会起業の世界の動

きに呼応して，個別の自治体や学校で独自に EdTechを取り入れるところがでて

きている。こうした動きは第1I期から始まっており，第皿期の経産省の実証事業が

それを加速させた。

2つの世界の相互作用をみる際には民間事業者と教育委員会と監督官庁を結

びつける産官学ネットワークの「ハブ」的存在に注目することも重要である。例え

ば経産省「「未来の教室」と EdTech研究会」においては，それを主宰する同省教

表 2 時期区分と 2つの世界の動向

時期区分 教育研究の世界 社会起業の世界

第 1期 -2009 eラーニング 無科動画配侶

eラーニングの CSCL スマート端末

試行錯誤 OCW 高速大容批通信

MOOC 
20IO (米） カーン ・アカデミーに

第11期 2010-16 Googleとピルゲイツ財団が夜金提供

民1111EdTechの典隆 ・2011 文科省「教育の梢報化ピジョ
・日本でも EdTechプーム

ン」
既存の教打産業への EdTech波及

・2017 学習指祁要領改訂「教脊の 2016 「教脊機会確保法」成立

!CT化に向けた現悦整備 5か年計画」 2017 I札l議決定「未来投骰戦略2017-
・2018 文科省「Soc1ety50に向けた人 Soc,ety5.0の実現に向けた改革」経産

第Ill期 2017-19
材脊成～社会が変わる 学ぴが変わる 省に教宥産業室を設附

国策 EdTechの推進
～」 2018 経産省「「未来の教室」と

・2019 文科省「新時代の学ぴを支える EdTech研究会」「未来の教室」実証

先端技術活用推進方策（最終まとめ）」 事業スタート

デジタル教科内の制度化 GICAス

クール構想

第W期 2020- ・2020 文科省「子供の学び応援サイ ・2020 経産省「学びを止めない未来の

ポスト・コロナの ト」 GIGAスクール構想の早期実現へ 教室」

学習保印 補正予tr.
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育産業室の浅野大介や，実証事業の「事務局」として関係者をつなぎ実務面を取り

仕切るボストン・コンサルティング ・グループ (BCG)や一般社団法人 ICTCON• 

NECT 21の存在である。これを「財界の手先」のように悪閥化して捉えると本質

を見誤る(14)。文科省ー教育委員会一学校というツ リー状の上意下達構造や省庁間 ・

部門間の縦割り構造のもとで領域横断的なプロジェクトを機能させるためには，彼

らのように融通無碍に動ける存在が不可欠なのである。

上記の時期区分にもとづき次節で EdTechの日本的展開を概観する。ただし

w期については，現在進行中であるので割愛し，第 4節で言及するにとどめる。

3. 日本型 EdTech小史

3.1. EdTech ブーム前夜一~ ラーニングの試行錯誤（第 I期）

EdTechとそれ以前の「教育への情報技術の応用」の取り組みとの差異について

は，前節までにも触れてきた以外の論点もありうる。

梅田望夫 ・飯吉透 (2010)は「教育への情報技術の応用」分野で起きている革命

的な兆候について先進国である米国の最新動向を中心に対談形式で泰彰介している。

2000年代から始まった教育のオープン化の試み，それを後押しする理念と技術とイ

ンフラの発達，そして格差を超越して知の革命をもたらす可能性について語られて

いる。EdTechの言葉はまだ登場しないが．プーム前夜の熱気と典布を伝えている。

最新事情紹介本というのは陳腐化 しやすく顧みられなくなるものが多いが．これは

EdTechプームが始まる直前の日本で見えていた風景を教えてくれるという意味で．

衰料的価値がある。

もうひとつ資料的価値の高い文献として, EdTech以前の「eラーニング」プー

ムについて総括した，柴内康文 (2008) を挙げておく 。2000年代前半，インター

ネットの普及によりオンラインで学習教材を伝達することが可能になったことで．

「eラーニ ング」という言葉が生まれた。当初「いつでもどこでも誰でも学べる」

手段として高い期待が持たれていたが，その後，期待通りにはいかないことがわ

かってくる。こうした期待と幻滅は． じつはこれまでも「教育への情報技術の応

用」分野で繰り返されてきたU5)。他方で．わかってきたこともある。それは． リア

ルな対人的相互作用が重要でありそこに効果的にコンピュータを組み込んでいく

のがよい， というブレンデイッド ・ラーニング (blendedlearning)の考え方であ

る。すなわち「情報化が教育を変化させるのではなく ，むしろ教育のなかに情報化

が組み込まれていく」 （柴内 2008, p311)。この認識はいまでは広く共有されて
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いる。教育工学もまた技術決定論を乗り越える努力をしてきたのである。

パソコンとインターネットという物理的なインフラの普及，および，新しい教育

ツールの研究開発だけではブレイク・スルーは起こらなかった。この閉塞状況を

打破する出来事が 2000年代後半に起こ った。まずインフラに関してはインター

ネットの高速大容量通信と常時接続が普及，それが動画の送受信を容易にして，動

画共有サービスの仕組みが生まれた (YouTubeが2005年に登場）。そして手軽に

持ち運べていつでもどこでも動画を視聴できる高機能なスマートデバイスが2008年

から2010年にかけて発売される。

この頃すでに米国では高等教育のオープン化の試みが広がっていた。2001年に

マサチューセッツ工科大学が発表した OCW構想や， 2012年に本格的に始まった有

名大学の MOOCなどは日本でも注目され．部分的に導入が試みられたりもしたが

（金成 2013). 教育研究の世界の動きは鈍かった。

社会起業の世界を触発したのは，こうした高等教育の新しい動向よりも，ひとり

の教育系ユーチューバーの活躍であった。2006年に米国のサルマン・カーンという

無名の個人がYouTube上で始めた教育動画配信（カーン ・アカデミー）である。

もとはカーンが遠くの親戚の子どもに勉強を教えるために始めた取り組みが発展し．

視聴者も爆発的に増大，ついに Googleやビル・ゲイツ財団などのグローバル・プ

ラットフォームが資金提供すると報道され， ITビジネス業界で注目を集めるよう

になったのである（カーン 2013)。

3.2. 社会起業家たちの挑戦 民間 EdTechの興隆（第n期）

教育には人と場所とお金がかかる。教育研究の世界でいくら〈本来の，最善の教

育〉とその実現方法を構想しても，いつもここがネックになってきた。2010年前後

の情報技術とインフラの状況は．この「人・場所・お金」問題を相当程度クリアで

きると確信させるのに十分だった。その技術を，教育格差の解消に役立てたい。こ

のアイデアをただちに実行に移したのは，教育研究の世界ではなく，社会起業の世

界の住人たちだった (2.1節）。

以下で述べる第II期の具体的な展開については， 井上 (2016)から要約紹介す

る(16)。鍵を握るのは，経歴や動機からわかるように，教育研究の世界の外で発想し，

行動に移した社会起業家である。
はなふさたけつぐ

2010年10月，東京大学 2年生だった花房孟胤は，友人とカーンの話題を話してい

るときに，受験対策動画の無料配信サービスのアイデアを思いつき，帰宅するとす
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ぐにカーン・アカデミーのソースコードを書き写し始めたという 。11月には大学
マナビー

受験のための無料学習サイ ト「manavee」を立ち上げる（花房 2014)。
さいしょあつよし

そのころ早稲田大学 4年生の税所篤快が率いる国際教育支援 NGO「e-Educa-

tion」が，バングラデシュの農村の高校生に都市部の予備校の映像を届けて，最難

関の国立ダッカ大学への合格者を出していた。税所がバングラデシュにやってきた

のは， 2006年のノーベル平和買を受毀したムハマド ・ユヌスに憧れたからである。

ユヌスの「グラミン銀行」の活動は， 日本における社会起業の認知を高めており

税所は，ユヌスのようなチェンジメーカーになりたかったのである （税所

2013) U7)。

2010年夏のロンドンでは渡辺雅之が共同創業者だった DeNAを退職してモ

バイルでの学習プラッ トフ ォームを事業化するための「仲間探し」を始めていた。
ク イ 9 パー

年内には「Quipper」を創業，翌11年 3月には最初のサービスを公開した。渡辺は

もともと途上国の貧困問題には強い関心があった。貧困や紛争の地域に生まれたら

個人の力だけで抜け出すのは難しいが．それが iPhoneの出現により，解決可能な

問題として現実味を帯びてきたのだという 。

渡辺のように勤めていた会社を退職して EdTechの可能性に賭ける社会起業家

たちが 2010年から12年にかけて陸続と現れた。

松川束人は沖縄から上京進学した経験から東京と地方の教育環境のギャップに気

づいた。離島や山間地でも東大生を「自分たちと同じ若者」として実感できること

が大事と考え，外資系製薬会社を経て， 「フィオレ ・コネクション」を2010年に設

立，翌11年 1月から現役東大生を講師とするオンライン双方向授業を開始した。

石井貴基は生命保険会社時代に， ファイナンシャルプランナーとして家計コンサ

ルティングをおこなうなかで，教育投負担の重さを痛感，ネットを使えば教育コス

トを下げられると考え， 2012年 6月から中学生向けオンライン学習撚「アオイゼ

ミ」を開始した(18)0

中村孝ーは学生時代にグラミン銀行でインターン経験をもち，熟講師や家庭教師

の経験から勉強のできない子供に対応した学習環境が必要だと考えた。外資系コン

サルティング会社に勤めていたが，カーン・アカデミーを知って起業を決意，2012
イーボード

年から小中学生向けの無科学習サイト「eboard」を開始した(19)。

社会起業家的な発想を社内ベンチャーという形で具体化する企業もあった。

湯野川孝彦はフランチャイズ支援事業の最大手であるベンチャー・リンクに入社

して新規事業担当役員を務めた。外食などのサービス業が主な支援対象であった
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が教育事業にも参入することになり．個別指導塾のフランチャイズ ・チェーンに

加盟して自ら校舎の運営に携わるなかで， アルバイト講師の質にばらつきがあり受

講料も嵩いと感じ．オンライン教材の開発に着手， 2007年には eラー ニング教材

「すらら」だけで運営する直営学習迩を開業。その後親会社の経営不振をきっかけ

に 2010年に自ら事業を買い取り独立した竺

山口文洋は ITベンチャー企業を経て， リクルートに転職した。配属された部署

がやっていた高校生を対象とする進学情報事業は伸び悩んでいた。そこで2010年夏

からチームを組んで全国数百人の生徒に話を聞くなかで，地理的 ・経済的な理由か

ら予備校に通えず受験勉強に苦労する高校生の悩みがみえてきた。彼らを支援する

ための具体的なサービスの検討を始め.2011年の社内の新規事業コンテス トでグラ

ンプリを獲得したのが「受験サプリ」であり，同年10月か らサービスを開始した

(2016年から「スタディサプリ」） 12110 

3.3. 既存の教育産業と EdTechの合体 個別最適化の社会実験 (II・ill期）

前節で挙げた社会起業家による EdTech事例はいずれも，情報技術の応用によ

るコスト 削減効果を教育格差の解消に役立てようとした。つまり「機会へのアク

セス」を開発動機としていた。そして社会起業家たちに続いてもともと「機会へ

のアクセス」で収益を上げてきた通信教育業界や，個別指導が主流になりつつあっ

た塾 ・予備校業界でも .EdTechに梢極的な関心を示した。ただし，それは教育格

差の解消よりは個別最適化された学習への応用のほうである。

z会や進研ゼ ミなど通信添削大 手 は 第II期にはタブレット端末を淋入した (22)。

通信添削業界にとって，オンラインで受購者とつながることの最大のメリットは，

流通コストの削減とフィードバックにかかる時間の短縮である。そのうえ学習履歴

データを収集し蓄積できる。このデータを活用する ことで．受講者の習熟度に応

じて教材を個別最適化する適応学習 (adaptivelearning)が可能になる。第II期で

はまだ研究段階であり本格的に実用化されるのは，第m期になってからである。

大学受験予備校ではすでに1990年前後から通信衛星を利用して人気講師と全国の

校舎をつなぐ遠隔授業がおこなわれていた。なかでも東進ハイスクールは授業映像

のオンデマンド視聴と個別指郡を組み合わせる方式を売りに，現役生徒を多く集め

ることに成功した。この方式は個別最適化された学習の先駆的な形態といえる。

他方すでに個別指琳が主流になっていた中高生向けの学習塾では教室の PC端

末でデジタル教材や映像授業で学習する eラーニングが2000年代から舜入されてい
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たから， EdTechによる個別最適化された学習とは相性がよかった。

通信教育や予備校などの老舗の教育産業は，次々に新興 EdTech企業と提携し
アステリア

て学習教材を共同開発している。例えば， Z会 AsteriaはKnewton社(23), 河合塗
キュピ ・J- アタマプラス(24) (25) 

QubenaはCOMPASS社 ，駿台 atama+はSATT社およびatamaplus社 と，

それぞれ共同開発した個別最適化 された学習のためのツールであり， 代ゼミ
クリアエス

ClearSはアルクテラス社（現 CLEAR)('6)が開発した生徒同士の学びあいを促進す

るツールである。

いまや， EdTechと無縁な教育産業を探すほうが難しくなっている。そのなかに

あっ て 例 外的に対面の一斉授業を重視しているのは，大都市部の中学受験熟であ

る。2020年のコロナ禍では同期 ・非同期両面でのオンライン授業に切り替えて対応

したが しかしこれも各家庭の ICT対応力を前提にできたからである。

日本型 EdTechの特徴を考えるうえでは初等中等教育段階の児童生徒を対象

とした補習から受験までカバーする教育産業の厚みのなかで発展を遂げてきた，と

いう事実は重要である。教育産業がデータとノウハウを， EdTech企業が AI技術

をそれぞれ持ち寄り 日本の学習風土に最適化された学習教材が開発されている。

こうして，教育格差の解消を掲げてスター トした日本型 EdTechは，第1I期か

ら第m期にかけて，公教育を含むさまざまな教育機関に浸透しながら「機会への

アクセス」と同時に「個別最適化された学習」が追求されたのである。

3.4. 経産省と文科省の接近 国策 EdTechの推進（第皿期）

民間主禅で発展してきた EdTechば 2017年から急速に国策化 していく 四）。 こ

の過程をみるうえで注意すべき点が2つある。

第 1にEdTechが国策化 される以前から ．文部科学省は教育の情報化のための

政策を進めてきたということである 。2017年 3月に改訂告示された学習指森要領

(2020年度から小学校. 21年度から中学校で全面実施）では．「情報活用能力」を

「学習の基礎となる賓質 ・能力」と位置づけ．その育成のために，学校の ICT環境

整備と ICTを活用した学習活動の充実への配慮を求めている。改訂の議論は2015

年から中央教育審議会教育課程企画特別部会でおこなわれているし，2017年12月の

「教育の ICT化に向けた珠境整備 5か年計画」の予算措悩も改訂をふまえたもので

ある ：28)。 しかし文科省単独では限界があったのも事実である。

第 2にEdTechの国策化にあたっては，経済産業省が積極的に関与して主禅的

な役割を果たしていることである。EdTech政策を軸に「公教育は文部科学省，民
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間教育産業は経済産業省が担う」という 2つの領域を隔てていた壁に穴があけられ，

両省が接近してきた (29)。経産省側も．学校の外からイノベーションを起こし教

育や社会のあり方を変革していくという意図を隠さない (30)。経産省の具体的な構

想の検討は本稿の範囲を超えるが，次の点だけ指摘しておく 。経産省が教育分野に

関与することはこれまでもあっただろうが，規制緩和や機器の導入を越えて，教育

のあり方にここまで踏み込むというのは日本近代史上，おそらく初めてのことと思

われる。所管事項の線引きと棲み分けに厳格な官僚機構としては，本来ありえない

ことである。両省が接近したのは，官邸主蔚による国策化というだけでなく．すで

に民間 EdTechが公教育と民間教育の両方に浸透し始めていたからでもある。

EdTechとしばしば結び付けられる「Society5.0」の理念が打ち出されたのは

2016年 1月に閣議決定された第 5期科学技術基本計画であるが．このときはまだ教

育分野への具体的な言及はなかった。それが2017年 5月の自民党政策調査会で

「EdTech と 言われる世界の多様で先進的な教育ソリューション」に言及 (31 • . 翌 6

月の I咎1識決定「未来投査戦略2017-Society5.0の実現に向けた改革ー」で

「EdTechやクラウド技術等を活用した民間による IT教育サービスの振興」が謳わ

れた。これ以後さまざまな政策文書に EdTechの言葉が書き込まれることにな

る
(32) 

政府の方針を受けて．経済産業省と文部科学省では EdTech政策を具体化する

ための検討に着手した。経産省には教育サービス産業室 （現在の教育産業室）が設

置され．初代室長には当時大臣官房で部局再編を手掛けた浅野大介が就任した (33)0 

2017年11月には文科省の「Society5.0に向けた人材育成に関する大臣懇談会」が，

12月には自民党 EdTech推進議貝連盟が．翌18年 1月には経産省「「未来の教室」

とEdTech研究会」がそれぞれ始まった。こうした省庁や議連の会合には教育

工学の専門家や EdTechの民間事業者．先進的な自治体や学校などさまざまな

領域から関係者が招集され．事例が共有され談論が重ねられた。

2019年 6月25日経産省「「未来の教室」と EdTech研究会 第2次提言」と文

科省「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策 最終まとめ」が同時に発表さ

れた⑳。 経産省は2018年から「未来の教室」実証事業を開始，事業者と自治体，

学校が共同で作り上げた多様な事例が蓄梢されてきた。文科省も2019年12月に「 1

人 1台端末と高速大容量の通信ネットワークの一体的整備」を目指す GIGAス

クール構想を発表. 2020年 4月にはコロナ対応のために早期実現の予算措置を講じ

た。
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4. 教育社会学は EdTechの イ ンパ クトをどう受け止めるか

4.1. 教育版のライフラインとしての 「機会へのアクセス」

EdTechを社会起業の世界と「機会へのアクセス」の観点から注目することで，

ニューメディア論が扱ってこなかった教育社会学のさまざまな問題領域に接続され

る。 さしあたり 3点を挙げておくが，ここでは「機会へのアクセス」が，それが

〈本来の，最善の教育〉であるかどうか以前の，教育版のライフラインに直結して

いることがわかるだろう 。EdTechが命綱になる子どもたちがいる。

第 1に教育格差の解消である。 もちろん教育社会学者にとっては， EdTechが理

念として掲げた素朴な教育格差解消論を批判するのは容易であろう 。例えばスマホ

を所有する高校生なら無料公開されている教育動画を「いつでも ・どこでも」閲覧

できるから自宅学習に役立てられるかもしれない。 しかしいくら立派な道具を与え

られても， 過酷な家庭環境ゆえに落ち着いて勉強できる居場所や精神的余裕がな

かったり，アルバイトに時間や体力を奪われていたりすれば息抜きや娯楽以外の

役には立たない（例えば外山 2016)。教育格差は， 地理的・経済的な変数だけで

なく，子どもの生活全体に関わる問題なのである。そのうえで，自治体や民間での

教育格差解消に向けた総合的な取り組みのなかで活用することはできる。

第 2に多様な教育機会の確保である。いわゆる教育機会確保法（「義務教育の段

階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」）が2017年 2月

から施行され，不登校対策が，従来の学校復帰を支援するものから復帰を前提と

せず「多様な学び」を保障するものへと大きく方向転換した。学校に行かないこと

を選択した子どもたち
(35) 

の受け皿となる ，フリースクールなどの多様な教育機会

のなかに， EdTechは確実に入っていくだろう 。すでに2019年には「自宅で学ぶ小

中学生のためのネットスクール」を謳 うクラスジャパン小中学園（株式会社クラス

ジャパン学園）が開校した。同じく 2019年に開校した N中等部 （学校法人角川 ド

ワンゴ学園(36)) も翌20年にはネッ トコースを開設， 自宅から Zoomなどのサービ

スを利用したオンラインビデオ通話で学習できるようになった。

第 3に学習保障のインフラである。 2020年の新型コロナウイルス感染症の流行に

より全国の小中高校で対面授業の制限が数か月続き ，オンラインでの対応ができた

かどうかで学習状況が左右された (37)。 この事態を受けて， 5月に文科省は各自治

体 ・教育委員会に GIGAスクール構想への早期対応を強く求め (38). 日本教育学会

はオンライン学習環境の整備は急務だと訴えt
、(39)

~ 。 6月から 7月にかけて中央
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教育審議会や政府の「骨太の方針」．教育再生実行会議なども同様の考えを示し

た(40)。コロナの感染 ・流行の状況が今後どのように推移しようとも ．オンライン

化の備えは学習保障に不可欠なインフラである， という認識は立場を超えて共有さ

れたとみてよいだろう 。他方．子どもの自宅での学習状況をつぶさに観察した保護

者たちは自治体や学校が対応できることの限界と，学校の外に広がる EdTech

教材の可能性を目の当たりにした。

EdTechはそれ自体が問題を解決してくれるわけではないが．子どもたちのライ

フラインを増やし太くする。それは公教育がすべてを囲い込むのではなく，公教

育の外部と良い関係を構築することを意味する。だとすれば，公教育のセーフティ

ネットを重愚化することに関心をもつ論者なら，注目しないわけにはいかない。

4.2. 〈本来の，最善の教育〉 とEdTechの望ましい関係

前節で述べた教育版のライフラインという側面は認めたとしても， EdTechが

〈本来の，最善の教育〉を脅かすのではないかと危惧する懐疑論者はいるだろう 。

以下は未来の，あるいは潜在的な懐疑論者に宛てた応答である。

第 1にEdTech自体が〈本来の，最善の教育〉を実現するのではない。それで

は「教育とメデイア」の枠組みでもすでに克服された技術決定論 (1.1節）の焼き

直しである。教育工学におけるブレンディッド・ラーニングの考え方も EdTech

登場以前の eラーニング活用の試行錯誤から出てきたことを思い出してほしい

(3.1節） 。社会全体で〈本来の，最善の教育〉を実現するうえで，それを支援する

役割を担いうるのが EdTechなのである (41)。

例えば「機会へのアクセス」のうえに，学習履歴データにもとづく個別最適化

された学習の機能や，「孤独な学習」特有の困難を克服するための機能が追加され

てきた。いまや EdTechの標準仕様といってよい。家庭学習の管理や保護者との

連絡にも活用されるならば教師の労働環境も改善されるだろう 。これによって生

まれた時間資源の余裕を 〈本来の，最善の教育〉に充当するのである。EdTechを

過大評価も過小評価もせず，適切に使いこなすための知的な構えを教育社会学は

すでに備えているはずである。

第2にEdTechはもはや未知のニューメデイアではない。未知にみえるのは学

校の世界の側だけだ。学校の世界の外では 2010年代を通じて無数の技術とサービ

スが開発されては市場とユーザーの反応に晒され，改良と洵汰を繰り返してきた

(3.2, 3.3節）。日本型 EdTechが実社会のなかで蓄積してきた10年分の経験とノウ
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ハウを無視して未知への不安を煽ってはならない。また2020年には教育関係者は，

好むと好まざるとにかかわらず教授 ・学習のオンライン化を強制的に経験すること

になった。保護者を含めて誰もが EdTechについて一家言をもち，学校での対面

教育の意義とは何かを考えるようになった。抽象的な懐疑論は説得力を失うだろう 。

教育研究の世界において提案の資格をもつのは事前に「正しさ」を証明できたも

のだけである。それを支えるのは，規範的な艤論と，蓄積された経験，変数の関連

を示す調査データ，特殊な条件下での成功事例などだ。それに対して，社会起業の

世界における「正しさ」は実社会での市場の創出やユーザーの獲得を通じて事後

的に証明される。教育研究の世界は，社会起業の世界の10年を評価 ・検証したうえ

で 〈本来の，最善の教育〉と EdTechの望ましい関係について構想すべきである。

4.3. 今後の課題

2020年度には GIGAスクール構想が前倒しで実施される。全国の小中学校で児

菫生徒が 1人 1台の PC端末を使えるようになり (-121_ それにともないさまざまな実

態調査が実施されるだろう 。一斉休校中はオンライン化への対応をめぐって生じた

自治体間・ 学校間の格差が問題にされた。2021年以降は，「 1人 1台端末」という

共通の前提条件のうえに，それの活用をめぐる格差が問題になるだろう 。 しかし裏

を返せば，お手本となる取り組みに注目が集まり自治体間，学校間で創意工夫と

試行錯誤が活発化するということでもある。これが，第w期に起こることである。

活用をめぐる格差は，自治体 ・学校・ 教師・家庭それぞれが潜在的に抱えてき

た問題を可視化するだろう 。それに向き合うにあたり，教育社会学が得意なのは，

問題を構造的に捉え，複雑に絡み合った要因を解きほぐし，活用に必要な条件や限

界について吟味することである。他方で教育社会学があまり得意でないのは，創

意工夫と試行錯誤を前向きに評価しながら良い取り組みを後押しする議論である。

ここは謙虚に他分野に学び，建設的な対話をおこなうべきだろう。

EdTechはさまざまな学問分野や問題につながる学際領域である。たんに既存の

枠組みや知見を適用して研究対象に組み込むだけでなく，そこから教育社会学にイ

ノベーションをもたらす取り組みが出てくることを期待したい。

〈付記〉

本稿は JSPS科研費18K02403の助成による研究成果の一部である。
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〈注〉
フィンテ ッ ク アグリテノク

(1) EdTechはより大きな文脈では， FinTech(金融）• AgriTech (農業），
ヘルステ・9 ク

HealthTech (健康）など， さまざまな産業分野で情報技術と掛け合わせてイノ

ベーションを生み出そうという「xTech」（エクステックもしくはクロステック ）

のひとつと位置づけられる （佐藤 2018, pp.34-42)。

(2) 国内で EdTechという 言葉がどのような意味で流通してきたかについては教

育工学者の稲垣忠 (2019)の整理が有益である 。また EdTechという 言葉で指

示される具体的内容については，佐藤昌宏 (2018), 山田浩司 (2019)がわかり

やすい。

(3) EdTechの国際比較では，しばしばPC等のデバイスの所有率や使用率などの

数字を基準に日本社会の「欠如」が強調される傾向にある 。30年前の園田英弘. . . . . . . . . . 
(1991)の問題提起は現在もなお有効である。園田は「日本を十分に分析し． し................ 
かも日本だけに自閉していない理論をどのように構想したらいいのか」 (p.16,

傍点原文）を問うて，「従来の日本の知的伝統であった欠如理論を逆転させて，

日本と類似の現象を日本以外の社会に見いだす努力の一環として，逆欠如理論」

を提唱した (p.17)。

(4) 「教育とメディア」研究の理論的 ・方法論的な枠組みについては，井上義和

(2013)の整理が有益である。それによれば技術決定論とは「技術が社会のあ

り方を決定する」とみなす因果モデルでありそれに対する社会学的な処方箋と

して「個別のメディアと人間・社会の具体的な関係に照準し，それを丁寧に検証

していく」構築主義的な修正がさまざまに試みられてきたという 。

(5) 「メデイアに関する単語」として，マスメデイア（テレビ ・新聞 ・報道など），

雑誌，書籍 （漫画 ・教科書を含む），ニューメデイア （ネット・スマホ ・ケータ

イなど），テクノロジー (ICT・ 電子化など），メデイア教育，読書，その他資料。

(6) さらに 山田は 「〔高等教育における eラーニングなどの研究を除くと 〕学校の

授業などでのメディア利用，インターネットの活用などについては，十分な研究

が行われているとは言えず，教育社会学研究の大きな課題」と指摘する一方で，

それに比べると「青少年とメデイア，あるいはインターネットについては，社会

学研究で大きな関しがもたれてきた」と述べている （山田 2018, pp.250-251)。

(7) 「「学校」を中心に考えれば，メディアはいかにその重要性が唱え られても周辺

的なものにすぎない。それゆえ教育社会学ではメデイア研究が十分に行われな

かったのである」 （山田 2007, p.19) 
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(8) 日本教育工学会 (]SET)のほかにも関連学会として日本教育工学協会

(JAET). 日本教育情報化振興会 (JAPET&CEC),日本教育メデイア学会

(JAEMS), 教育システム情報学会 (]SISE),日本教育情報学会 (JSEI) ほか多

数ある。

(9) 〈学習以外〉は「メデイアの発展と子どもの生育環境」「ネット社会」「メデイ

ア，リテラシー」「子どもの遊びとニューメデイア」「ニューメデイアと若者文

化・コミュニケーション」「メデイアと子どもの健康・病理」「電子メデイアと暴

カ ・犯罪」「ネットいじめ」の 8項目でいずれもニューメディア論の系譜に属

する。残り の2項目は「教育世論」と「メデイアのなかの教育文化」。

(10) 懐疑論，反対論については，ほかに山田 (2018),また2018年の日本教育学会

第77回大会ラウンドテーブル「新しいテクノロジーと教育ー―-AI・ビッグデー

タは指導・ 評価 ・選抜をどう変えるか」 （広田 2018) を参照。後者のラウンド

テープルは企画 ・司会を広田照幸，話題提供者として，福島創太，木村拓也，杉

田浩崇仁平典宏が登壇している（杉田以外は教育社会学者）。

(11) 例えば第11章の「テクノロジーは孤独な学習を可能とするか一「eラーニン

グ」の登場とその展開」（柴内 2008) はEdTechブームの到来直前に eラーニ

ングの歴史を総括した貴重な記録となっている。3.1節も参照のこと 。

(12) 井上 (2016)における表記は，教育研究の世界とビジネスの世界である

(p.115)。 ビジネスの世界でも間違いではないが，誤解を避けるために社会起業

の世界とした。

(13) 社会起業家とは理念型であり，実際には個人だけでなく，その精神のもとに集

まったチーム，既存の教育産業の特定部門の場合もある。

(14) ICT CONNECT 21をはじめ，デジタル教科書教材協会， 日本教育情報化振典

会超教育協会といった産官学ネットワークの「ハブ」的存在の理事の構成をみ

ると．産業界を含むさまざまな業界の利害を反映していることがわかる。 しかし

重要なのは彼らが「誰の ・どのような必要」に応えるためにコミッ トしている

かである。なお，財界を代表する利益団体の提言としては，例えば日本経済団体

連合会（経団連）の「EdTechを活用した Society5.0時代の学び～初等中等教育

を中心に～」(2020年 3月17日）．「Society5.0に向けて求められる初等中等教育

改革第一次提言-withコロナ時代の教育に求められる取組み～」 (7月14日），

「EdTech推進に向けた新内閣への緊急提言-With/Postコロナ時代を切り拓く

学びへ～」 (9月18日）などがあるが，いずれも GIGAスクール構想やコロナ対
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応をふまえた経産省 ・文科省の取り組みを後押しする内容となっている。

(15) コンピュータを使った「画期的」な教育方法の開発は1980年代から試みられて

きたが花火のように打ち上げられるものの，限られた条件のうえで実験的に試

行されては消えていった（梅田 ・飯吉 2010. p.254)。

(16) 教育分野に参入してきた個人や企業はこれ以外にも多数あるので，ウェブ上に

公開されたインタビュー記事を収集して読み比べることをお勧めする。

(17) 税所篤快と花房孟胤は， どちらも東進ハイスクールの存在が事業構想のきっか

けになっている。東進ハイスクールは，カリスマ請師の映像授業を全国の教室に

届けるというモデルで成功した。当初は大画面 ・大迫カ ・リ アルタイ ムの衛星

放送授業だったが，その後録画された映像授業をテレビデオで個別に受講する

方式になった。税所は，高校時代に東進の「映像授業のおかげで」成績を伸ばし

た成功体験から，バングラデシュの地域格差を解消するヒントを思いついた。他

方花房は「映像授業なのに」高額の授業科がかかることへの疑問から，情報技

術を使ってコストを下げようと考えた。ビデオカメラを買い， 自分の模擬授業を

録画してアップロードしてみた。仲間を募り，動画を撮りためて， 1か月後には

サイ トを公開 トップ画面には「マナビーはネットに無料の東進を作ります」と

いうメッセージを掲げた。なお，花房のマナビーは2017年 3月に運営を終了して

いる。

(18) 2017年に Z会が全株式を取得し完全子会社化 した。

(19) 公式サイトによれば 500以上の学校や学習熟での導入実績がある (2020年）。

(20) 湯野川が開発したクラウ ド型学習システム「すらら」は低学力層でも継続して

学べる仕組みを実装， これを禅入する迷は全国673校舎， 学校は151校を数える

(2018年 3月末）。 海外展開も積極的に行いこれまで中国米国タイ，マレー

シア，スリランカ，インドネシア，インドなどの学校に導入実績がある。

(21) 学習動画配信サービス「スタデイサ プリ」に 学校向けの機能や教材を追加し

た「学校向けスタデイサプリ」は，2018年時点で2500校に導入されている （全国

の高校の半数強）。渡辺雅之と手を組み「クイッパー」を買収 ・子会社化 して海

外展開の足掛かりとし，「E-エデュケーション」の税所篤快を国内営業チームに

迎えた。

(22) Z会は2012年に幼児・小学生向けコ ースにタブ レット端末を活用した「デジタ

ルz」, 2015年から中学生 ・高校生向けコースに iPadを活用した「iPadスタイ

ル」（答案を iPad内蔵カメラで撮影して送信）を開始，従来の紙ベースの学習と
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選択できるようになった。ベネッセは2014年から進研ゼミ小学講座でタプレット

学習を選択できるようにして中学生から裔校 l年生までの訛座で希望者全員に

タプレット端末を提供した。小学生向け eラーニング教材の老舗であるジャスト

システムも， 2012年にタブレット端末を活用した「スマイルゼミ」を開始してい

る。

(23) Knewtonは2008年米国で創業。

(24) 株式会社 COMPASSは2012年創業。2019年12月に小学館に全株式を譲渡し，

関連会社となった。

(25) SATT (エスエイティーティー）株式会社は1986年創業。atamaplus株式会

社は2017年創業だが， Z会にも淋入実績あり 。

(26) アルクテラス株式会社は2010年創業。 2020年に株式会社 CLEARに社名変更。

(21) 第m期の国策 EdTechについては，佐藤昌宏 (2018)の第 5章「文科省 ・経

産省の動き」が簡潔に整理している。

(28) 第2期教育振興基本計画 (2013.6) にもとづく「教育の IT化に向けた環境整

備4か年計画」 (2014.2) もあったが，教育の情報化はなかなか進まなかった。

(29) 両省の接近をうかがわせる貴重な対談記事も参照のこと 。「文科省と経産省の

担当課長が語り合う 。「描く未来像は重なっている」」 『ニュースイッチ」 日刊工

業新聞社, 2018年 8月3日付記事 (https://newswitch.jp/p/13928)。

⑳) 経産省側で旗振り役を務めてきた浅野大介 （注33) はメデイア取材や各種イベ

ントに多く登場して，その意義を次のように説明する 。「民間教育でイノベー

ションを起こし，民間教育と公教育の垣根を壊し，教育全体にイノベーション

を」（「時評j2018年 8月号 ,p94). 「学校を中心に据えた教育から，学習者を中

心に薗いた教育の社会システムを」（『月刊プリンシパル」2018年10月号.p. 5). 

「文科省は近代公教育の蓄積を基盤に考えると思いますが，経産省は教育産業起

点の教育イノベーションが学校にも広がることを支援する」（「月刊プリンシパ

ル」2018年11月号'p.8)。

(3り 自民党政務調査会 『「アベノミクスのさらなる進化へ」～経済産業部会政策提

言j(20175.16)は産業政策の文脈で EdTechに言及している。「EdTechと言わ

れる世界の多様で先進的な教育ソリューションを国内の学校関係者， IT企業，

ベンチャーキャピタル等に紹介し．新サービス導入の機運を高めるとともにこ

の分野への投壺を呼び込むこと で国内の IT教育サービス産業を強力に振興す

生」 (p.12)。
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(32) 「未来投資戦略2017-Society5.0の実現に向けた改革ーJ(2017.6. 9) の全体版

が EdTechという言葉の初出である。「EdTechやクラウド技術等を活用した塁

問による IT教育サービスの振興により，教育課程内外で用いられる教育ツー

ル ・教材等の充実を支援する」 (p.95)。『産業競争力の強化に関する実行計画

2018年版』(2018.26)では本文に 「EdTech」が 3回登場。「EdTechの推進／

AI・ビッグデータ等を用いる新たな教育サービス (EdTech)を活用し．多様な

ニーズに応じた個人の能力強化・ 開発を促進するため，実証事業を通じた効果検

証に基づく EdTech導入ガイドライン整備等を行う 。／担当大臣 ：文部科学大

臣 経済産業大臣」 (p.50)。「民間」「教育課程内外」「経済産業大臣」など，対

象領域が文科省が所管する公教育の外部へと拡張されていることがわかる。その

後も， EdTechに言及した閣議決定として『未来投資戦略2018- 「Society5.0」

「データ駆動型社会」への変革ー』 (2018.6.15), 『第 3期教育振興基本計画』

(2018.6.15), 『成長戦略フォローアップ』 (2019.621), ほかに教育再生実行会議

の「技術の進展に応じた教育の革新，新時代に対応した高等学校改革について

（第11次提言）」 (2019.5.17) などがある。

(33) 2017年 7月に教育サービス産業室が設置され（訓令室）， 2018年4月に教育産

業室に昇格した（省令室）。浅野大介は2017年10月に初代室長に就任， 2018年 7

月からサービス政策課長と兼任している (2020年 9月現在）。

(34) 2つの報告書の比較については以下が参考になる。「2018年 6月文部科学省 ・

経済産業省からの報告書・提言まとめ～これからの学びってどうなるの？～」 Z

会 2018年6月25日付記事 (https:/ /www .zkai.co.jp/ z-asteria/ms/ ms-2020/ 

s 4 /)。

(35) 小中学校の不登校数は2010年代を通じて増加傾向にあり， 1,000人当たりに換

算して2008年の11.6人から2018年の16.9人へと 10年間で約1.5倍に増えている （実

数では2018年に16.4万人）。

(36) 同じ学校法人の「N高等学校」もネットを全面活用した通信制高等学校で，

2016年 4月に開校している （崎谷 2017)。

(31) 文科省「新型コロナウイルス感染症対策のための学校の臨時休業に関連した公

立学校における学習指禅等の取組状況について」によれば， 4月16日時点で，公

立小中学校，高校等で臨時休業を実施する自治体のうち，「同時双方向型のオン

ライン指導を通じた家庭学習」を課す方針と回答したのは 5%にとどまった。こ

こで生じている教育格差については前馬優策 (2020) も参照のこと。
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(38) 20202年 5月11日にオンライン開催された文科省「学校の情報環境整備に関す

る説明会」。

(39) 2020年5月22日 日本教育学会「 9月入学 ・始業制」問題検討特別委員会によ

る「提言 9月入学よりも ，いま本当に必要な取り組みを」。それによれば，「第

ーに，子どもたちのオンライン学習環境を整備することが急務です。学校が再開

されても，分散登校等で密を避けねばならない状況は当分続き，また，数年にわ

たり断続的な感染拡大とそれに伴う休校や分散登校も予想されます。それゆえ，

対面授業とオンライン学習の併用はそれに対する有効な策の一つです」 (p22)。

(40) 2020年6月11日の中央教育審議会初等中等教育分科会「新しい時代の初等中等

教育の在り方特別部会」， 7月17日の閣談決定「経済財政運営と改革の基本方針

2020-危機の克服，そして新しい未来へ～」， 7月20日の教育再生実行会議。

(41) 井上 (2016)の第 4節以下も参照のこと 。教育学的に望ましい〈理想の教育〉

と工学的に望ましい〈快適な教育〉の二者は「次元を異にしているので対立関係

にならない」 (p.122)ことを論じている。

(42) 「1人 l台端末」は全国の国公私立の小中学校および特別支援学校が対象。

GIGAスクール構想 (2020年度補正予算）には，学校ネットワーク環境の整備，

GIGAスクールサポーターの配置家庭でのオンライン学習環境の整備なども含

まれる。
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